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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

　

回次

第23期

第１四半期

連結累計期間

第24期

第１四半期

連結累計期間

第23期

会計期間
自　平成22年６月１日

至　平成22年８月31日

自　平成23年６月１日

至　平成23年８月31日

自　平成22年６月１日

至　平成23年５月31日

売上高 （千円） 848,763 834,363 3,449,549

経常利益又は経常損失(△) （千円） △27,974 50,846 12,050

四半期純利益又は四半期(当
期)純損失(△)

（千円） △39,731 29,066 △22,675

四半期包括利益又は包括利益 （千円） △41,072 28,115 △29,773

純資産額 （千円） 1,648,768 1,659,720 1,660,067

総資産額 （千円） 2,134,255 2,456,331 2,487,837

１株当たり四半期純利益金額
又は四半期(当期)純損失金額
(△)

（円） △1,597.14 1,123.33 △886.86

潜在株式調整後１株当たり四
半期(当期)純利益金額

（円） － － －

自己資本比率 （％） 75.2 66.1 65.2

(注) １　当社は、四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２　売上高には、消費税等は含まれておりません。

３　第23期第１四半期連結累計期間の四半期包括利益の算定にあたり、「包括利益の表示に関する会計基準」（企

業会計基準第25号　平成22年６月30日）を適用し、遡及処理しております。

４　潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。また、第23期第１四半期連結累計期間及び第23期は１株当たり四半期（当期）純損失であるため記載し

ておりません。

　
２ 【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている

事業の内容について、重要な変更はありません。

また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項

のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に

記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。

なお、重要事象等は存在しておりません。

　

２ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

　

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したもので

あります。

(1)　業績の状況

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の発生及び福島第一原子力発電所の

事故による影響により個人消費が低迷し、経済活動が停滞したことに加え、欧州の財政問題・米国の景気

停滞懸念等から極端に円高状況が続き、景気の先行きが極めて不透明なまま推移いたしました。

当社グループを取り巻く事業環境は、景気低迷を受け、入替需要が鈍化する中、一方でｉＰａｄ等の急

速な普及でリユース品の低価格が進展し、中古情報機器業界全体が厳しい状況で推移いたしました。

このような環境下、中古情報機器の再生プロセスを大幅に見直す等、徹底したコスト削減を実施いたし

ました。また、支店・店舗の統廃合を前期に実施したこと等も今期に寄与いたしました。

この結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高834,363千円（前年同四半期比1.7％減）、営業

利益48,169千円（前年同四半期は営業損失30,120千円）、経常利益50,846千円（前年同四半期は経常損

失27,974千円）、四半期純利益29,066千円（前年同四半期は四半期純損失39,731千円）となりました。

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

①引取回収・販売事業

引取回収事業は、主要仕入先のリース・レンタル会社と一般法人等への仕入強化の一環として、本

年６月に本部営業組織を一本化し、首都圏を中心に営業を強化いたしました。また、当社出資会社の

「株式会社スマート スタイル クリエイト」において、買取り・販売を開始し、中小企業及び個人へ

の仕入を強化いたしました。

販売事業は、種々の改革案を実施し、インターネット通販についてはコンシューマーモデルを充実

させ、また、ショップについてはペリフェラル・防災・節電グッズ等、魅力的な店作りで集客力を飛

躍的に増加させ、個人向け販売だけではなく、一般法人向け販売も強化いたしました。なお、販売単価

の下落により減収となりましたが、継続的にコスト削減を実施いたしました。

この結果、売上高675,258千円（前年同四半期比3.2％減）、営業利益22,682千円（前年同四半期は

営業損失58,411千円）となりました。

②レンタル事業

レンタル事業は、官公庁・自治体等の一般競争入札等の案件に積極的に参加する一方、一般法人の

新規開拓営業に注力いたしました。また、これまでＰＣを中心としたラインナップにタブレット端末

やスマートフォン等を追加し、レンタルニーズの多様化に対応した営業を推進いたしました。
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この結果、売上高159,105千円（前年同四半期比5.4％増）、営業利益25,486千円（前年同四半期比

9.9％減）となりました。

　

(2)　財政状態の分析

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、2,456,331千円（前連結会計年度末比31,505千円減）となり

ました。

この内、流動資産は1,514,207千円（前連結会計年度末比21,081千円減）となりました。これは主に商

品が24,974千円増加し、現金及び預金が9,488千円、売掛金が46,661千円それぞれ減少したことによるも

のです。

固定資産は942,124千円（前連結会計年度末比10,424千円減）となりました。これは主にレンタル資産

（純額）が6,041千円、有形固定資産その他（純額）が12,083千円それぞれ減少したことによるもので

す。

負債は796,610千円（前連結会計年度末比31,158千円減）となりました。

この内、流動負債は496,483千円（前連結会計年度末比16,906千円増）となりました。これは主に未払

法人税等が31,324千円、賞与引当金が16,787千円それぞれ増加し、１年内返済予定の長期借入金が16,666

千円減少したことによるものです。

固定負債は300,126千円（前連結会計年度末比48,065千円減）となりました。これは主に長期借入金が

41,666千円減少したことによるものです。

純資産は1,659,720千円（前連結会計年度末比347千円減）となりました。これは利益剰余金が603千円

増加し、少数株主持分が946千円減少したことによるものです。

これらの結果、当第１四半期連結会計期間末における自己資本比率は66.1％（前連結会計年度末は

65.2％）となりました。

　

(3)　事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結累計期間において新たに発生した事業上及び財務上の対処すべき課題はありませ

ん。

　

(4)　研究開発活動

該当事項はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

①　【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 103,500

計 103,500

　

②　【発行済株式】

　

種類

第１四半期会計期間末

現在発行数(株)

(平成23年８月31日)

提出日現在

発行数(株)

(平成23年10月17日)

上場金融商品取引所

名又は登録認可金融

商品取引業協会名

内容

普通株式 25,875 25,875
東京証券取引所
（マザーズ）

単元株制度を採用して
おりません。

計 25,875 25,875 － －

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日

発行済株式

総数増減数

(株)

発行済株式

総数残高

(株)

資本金増減額

(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金

増減額

(千円)

資本準備金

残高

(千円)

平成23年８月31日 － 25,875 － 432,750 － 525,783

　

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(7) 【議決権の状況】

①　【発行済株式】

平成23年８月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） － － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 25,875 25,875 －

単元未満株式 － － －

発行済株式総数 　 25,875 － －

総株主の議決権 － 25,875 －

　

②　【自己株式等】

該当事項はありません。

　

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19

年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。

　

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（平成23年６月

１日から平成23年８月31日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成23年６月１日から平成23年８月31

日まで）に係る四半期連結財務諸表について、九段監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成23年５月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年８月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,057,316 1,047,827

売掛金 243,038 196,376

商品 163,605 188,580

その他 84,840 92,271

貸倒引当金 △13,512 △10,848

流動資産合計 1,535,288 1,514,207

固定資産

有形固定資産

レンタル資産 1,049,258 1,002,550

減価償却累計額 △589,108 △548,442

レンタル資産（純額） 460,149 454,108

その他 547,922 546,301

減価償却累計額 △362,590 △373,053

その他（純額） 185,331 173,248

有形固定資産合計 645,481 627,357

無形固定資産 12,492 11,281

投資その他の資産

差入保証金 215,383 215,031

その他 79,452 88,713

貸倒引当金 △261 △259

投資その他の資産合計 294,574 303,485

固定資産合計 952,548 942,124

資産合計 2,487,837 2,456,331

負債の部

流動負債

買掛金 123,840 125,740

1年内返済予定の長期借入金 216,670 200,004

未払法人税等 307 31,632

賞与引当金 － 16,787

商品保証引当金 3,732 3,977

その他 135,025 118,342

流動負債合計 479,577 496,483

固定負債

長期借入金 216,671 175,005

資産除去債務 75,865 76,008

その他 55,655 49,112

固定負債合計 348,191 300,126

負債合計 827,769 796,610
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成23年５月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年８月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 432,750 432,750

資本剰余金 525,783 525,783

利益剰余金 664,530 665,134

株主資本合計 1,623,063 1,623,667

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 － △4

その他の包括利益累計額合計 － △4

少数株主持分 37,003 36,057

純資産合計 1,660,067 1,659,720

負債純資産合計 2,487,837 2,456,331
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(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成22年６月１日
　至 平成22年８月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年６月１日
　至 平成23年８月31日)

売上高 848,763 834,363

売上原価 443,320 420,594

売上総利益 405,443 413,769

販売費及び一般管理費

給料及び手当 137,421 123,091

賞与引当金繰入額 6,627 13,101

地代家賃 88,224 77,959

その他 203,290 151,447

販売費及び一般管理費合計 435,563 365,600

営業利益又は営業損失（△） △30,120 48,169

営業外収益

受取利息 40 44

受取配当金 6 －

受取家賃 1,130 829

受取賃貸料 1,923 1,250

貸倒引当金戻入額 － 2,664

雑収入 429 870

営業外収益合計 3,529 5,658

営業外費用

支払利息 464 1,501

為替差損 918 1,479

営業外費用合計 1,383 2,981

経常利益又は経常損失（△） △27,974 50,846

特別利益

固定資産売却益 104 －

特別利益合計 104 －

特別損失

固定資産売却損 18 －

固定資産除却損 193 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 37,655 －

特別損失合計 37,868 －

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△65,737 50,846

法人税、住民税及び事業税 1,074 29,306

法人税等調整額 △25,762 △6,578

法人税等合計 △24,688 22,727

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△41,049 28,119

少数株主損失（△） △1,317 △946

四半期純利益又は四半期純損失（△） △39,731 29,066
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【四半期連結包括利益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成22年６月１日
　至 平成22年８月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年６月１日
　至 平成23年８月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△41,049 28,119

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △23 △4

その他の包括利益合計 △23 △4

四半期包括利益 △41,072 28,115

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △39,755 29,062

少数株主に係る四半期包括利益 △1,317 △946
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【会計方針の変更等】

当第１四半期連結累計期間

(自  平成23年６月１日  至  平成23年８月31日)

（会計上の見積りの変更）

レンタル資産の低価格化に伴い、購入状況及び使用状況について見直しを行った結果、レンタル資産

の一部についてより実態に適合した耐用年数に変更しております。

この変更により、従来の方法に比べて当第１四半期連結累計期間の営業利益、経常利益、税金等調整前

四半期純利益は、それぞれ4,224千円増加しております。

　

【追加情報】

当第１四半期連結累計期間

(自　平成23年６月１日　至　平成23年８月31日)

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用）

当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正により、「会計

上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号　平成21年12月４日）及び「会計

上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号　平成21年12

月４日）を適用しております。

（賞与引当金）

前連結会計年度においては、従業員賞与の確定額を未払費用として計上しておりましたが、当第１四

半期連結累計期間は支給額が確定していないため、支給見込額を賞与引当金として計上しております。

なお、前連結会計年度においては支給確定額16,004千円を未払費用に含めて計上しております。

　

【注記事項】

 (四半期連結貸借対照表関係)

前連結会計年度

(平成23年５月31日)

当第１四半期連結会計期間

(平成23年８月31日)

１　当座貸越契約

  当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行

５行と当座貸越契約を締結しております。

  当連結会計年度末における当座貸越契約に係る借入金

未実行残高等は次のとおりであります。

１　当座貸越契約

  当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行

５行と当座貸越契約を締結しております。

  当第１四半期連結会計期間末における当座貸越契約に

係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。

　 当座貸越極度額 550,000千円　 　 当座貸越極度額 550,000千円　

　 借入実行残高 －千円 　 　 借入実行残高 －千円 　

　 差引額 550,000千円　 　 差引額 550,000千円　

 
２　買取保証契約

  当社は、商材の安定確保を行うため、リース会社
と買取保証契約を締結しております。その買取保証
額は289,585千円であります。

 
２　買取保証契約

  当社は、商材の安定確保を行うため、リース会社
と買取保証契約を締結しております。その買取保証
額は257,963千円であります。

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。な

お、第１四半期連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおり

であります。
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前第１四半期連結累計期間
(自  平成22年６月１日
  至  平成22年８月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自  平成23年６月１日
  至  平成23年８月31日)

減価償却費 84,529千円 72,629千円
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(株主資本等関係)

前第１四半期連結累計期間（自  平成22年６月１日  至  平成22年８月31日）

１　配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成22年８月30日
定時株主総会

普通株式 26,9981,100.00平成22年５月31日 平成22年８月31日 利益剰余金

　

２　基準日が当第１四半期連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会

計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

　

３　株主資本の著しい変動

当社は、平成22年７月30日開催の取締役会において、株式会社光通信と資本提携契約を締結するこ

と並びに同社を引受先とした第三者割当による自己株式の処分を行うことについて決議し、平成22

年８月20日に払込手続きが完了いたしました。

この結果、当第１四半期連結累計期間において、利益剰余金は9,257千円、自己株式は62,497千円そ

れぞれ減少いたしました。

なお、当第１四半期連結会計期間末において利益剰余金は647,474千円となり、自己株式はありま

せん。

　

当第１四半期連結累計期間（自  平成23年６月１日  至  平成23年８月31日）

１　配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年８月30日
定時株主総会

普通株式 28,4621,100.00平成23年５月31日 平成23年８月31日 利益剰余金

　

２　基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会

計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自  平成22年６月１日  至  平成22年８月31日）

１　報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（単位：千円）

　
報告セグメント

 四半期連結損益
 計算書計上額

引取回収・販売事業 レンタル事業 計

売上高 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 697,768 150,994 848,763 848,763

  セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ － － －

計 697,768 150,994 848,763 848,763

セグメント利益又は損失
（△）

△58,411 28,291 △30,120 △30,120

　

２　報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当

該差額の主な内容（差異調整に関する事項）

　　報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書に計上された営業損失が

一致しているため、該当事項はありません。

　
３　報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　　該当事項はありません。

　
Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自  平成23年６月１日  至  平成23年８月31日）

１　報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（単位：千円）

　
報告セグメント

 四半期連結損益
 計算書計上額

引取回収・販売事業 レンタル事業 計

売上高 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 675,258 159,105 834,363 834,363

  セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ － － －

計 675,258 159,105 834,363 834,363

セグメント利益 22,682 25,486 48,169 48,169

　

２　報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当

該差額の主な内容（差異調整に関する事項）

　　報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書に計上された営業利益が

一致しているため、該当事項はありません。

　
３　会計方針の変更等

　（会計上の見積りの変更）

　　「会計方針の変更等（会計上の見積りの変更）」に記載のとおり、レンタル資産の一部について、

当第１四半期連結会計期間より耐用年数を変更しております。
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　　この変更により、従来の方法に比べてセグメント利益が「レンタル事業」において4,224千円増加

しております。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　

項目
前第１四半期連結累計期間
(自  平成22年６月１日
  至  平成22年８月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自  平成23年６月１日
  至  平成23年８月31日)

１株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失
金額（△）(千円)

△1,597円　　14銭 1,123円　　33銭

(算定上の基礎) 　 　

四半期純利益金額又は四半期純損失金額（△）
(千円)

△39,731 29,066

普通株主に帰属しない金額(千円) － －

普通株式に係る四半期純利益金額又は四半期純
損失金額（△）(千円)

△39,731 29,066

普通株式の期中平均株式数(株) 24,876 25,875

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。また、

前第１四半期連結累計期間は１株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。

　

２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

　

EDINET提出書類

株式会社パシフィックネット(E03465)

四半期報告書

18/19



独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成23年10月17日

株式会社パシフィックネット

取締役会  御中

　

九段監査法人

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士    小    林       靖       印

　
指定社員
業務執行社員

　 公認会計士    並    河    慎    一    印

　
指定社員
業務執行社員

　 公認会計士    石    尾       仁       印

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式
会社パシフィックネットの平成23年６月１日から平成24年５月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会
計期間(平成23年６月１日から平成23年８月31日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成23年６月１日から
平成23年８月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算
書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
　
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して
四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のな
い四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するための経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用する
ことが含まれる。
　
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸
表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レ
ビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施
される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において
一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手
続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
　
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正
妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社パシフィックネット及び連結子会社
の平成23年８月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に
表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
　
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上
　

 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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